
 

 

マイナンバーカード被保険者証とオンライン資格確認等システム 

の状況について   

 

 

 

  

 

・1頁～ 3 頁 厚生労働省及び総務省ホームページより 

資料１－３              令和 5 年 3月 6日 

令和４年度第２回 三重県後期高齢者医療広域連合運営協議会 



（2023/2/5時点）

【参考：健康保険証の利用の登録】 【参考：マイナンバーカード申請・交付状況】

１．顔認証付きカードリーダー申込数

医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の導入状況

２．準備完了施設数（カードリーダー申込数の内数）

３．運用開始施設数（準備完了施設数の内数）

注）義務化対象施設数は、社会保険診療報酬支払基金にレセプト請求している医療機関・薬局の合計（213,686施設）で算出
（紙媒体による請求を行っている施設を除く。令和4年10月診療分）

209,752施設(91.3%) ／ 229,828施設

※義務化対象施設に対する割合： 98.2%

126,858施設(55.2%) ／ 229,828施設

※義務化対象施設に対する割合：59.4%

107,889施設(46.9%) ／ 229,828施設

※義務化対象施設に対する割合：50.5%

全施設数
に対する割合

義務化対象施設
に対する割合

病院 98.5% 98.7%
医科診療所 90.8% 97.7%
歯科診療所 87.9% 99.1%
薬局 94.9% 97.7%

全施設数
に対する割合

義務化対象施設
に対する割合

病院 68.3% 68.4%
医科診療所 45.2% 48.6%
歯科診療所 46.2% 52.2%
薬局 78.4% 80.7%

全施設数
に対する割合

義務化対象施設
に対する割合

病院 58.8% 58.9%
医科診療所 35.1% 37.8%
歯科診療所 38.3% 43.2%
薬局 72.5% 74.7%

参考：全施設数
病院 8,192 
医科診療所 89,761 
歯科診療所 70,375 
薬局 61,500 

有効申請枚数： 約8,579万枚 （人口比： 68.1%）
交付実施済数： 約7,630万枚 （人口比： 60.6%）

45,261,226件 カード交付枚数に対する割合 59.3%
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① 医療機関・薬局の窓口で、患者の方の直近の資格情報等（加入している医療保険や自己負担限度額等）が

確認できるようになり、期限切れの保険証による受診で発生する過誤請求や手入力による手間等による事務コストが
削減。

② マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や薬剤情報を

閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境に。（マイナポータルでの閲覧も可能）

支払基金
・国保中央会

オンライン資格確認等
システム

情報登録

オンライン資格確認（マイナンバーカードの保険証利用）の概要

患者の資格情報等
を照会

※ 政府が提供している、オンラインで
自分の情報が見られる等の機能を
有する自分専用のサイト

マイナポータル

医療保険者等 ※マイナンバーは用いず、マイナンバーカード

のICチップ内の電子証明書を用いる

※ＩＣチップに資格情報や健康情報を保存

するわけではない

※健康保険証（処方箋）でも資格確認

が可能

※特定健診等の閲覧は、マイナンバー

カードが必要

3

顔認証付き
カードリーダー

資格情報

特定健診等情報

薬剤情報 等
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メリット：災害時における薬剤情報・特定健診等情報の閲覧

4

特別措置として、マイナンバーカード
による本人確認を不要とする

OK

災
害
時

災害時、厚生労働省保険局
にて、災害の規模等に応じて
薬局の範囲及び期間を定める

資格確認端末で照会 通常時と同様の画面が
閲覧可能

通常時は、薬剤情報・特定健診等情報を閲覧するには、本人がマイナンバーカードによる本

人確認をした上で同意した場合に限られます。

災害時は、特別措置として、マイナンバーカードによる本人確認ができなくても、薬剤情報・

特定健診等情報の閲覧ができます。

（災害時）

・薬を家に置いて避難してきた・・・

・避難所で持ってきた薬を飲みきってしまった・・・

・かかりつけ医以外のところで受診することに・・・

薬剤情報等の閲覧により、

よりよい医療を提供できる
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